




◆ 講演Ⅱ   三重県が切り拓く新たな可能性  

            ～ 飲酒運転０（ゼロ）条例とアルコール健康障害対策基本法 

 講 師  特定非営利活動法人 ＡＳＫ 代表 今成知美 氏 

 

  今成さんからは、飲酒運転問題の取り組みとして三重県 

 で制定された「飲酒運転０（ゼロ）条例」について、「飲酒運 

 転の違反者に初犯から受診を義務付けたことが、アルコ 

 ール依存症の介入の新たなモデルになる」 と、三重発の 

 取り組みに対する期待などをお話しいただきました。 

 

 

◆ 各領域からのメッセージ 

  ① 医療者の立場から   日本医師会・三重県医師会 

  ② 飲酒運転をなくすための取り組みと基本法   

       三重県環境生活部交通安全・消費生活課 

  ③ 自殺をなくすために   三重いのちの電話協会 

  ④ 断酒会家族は早期発見を願う  三重断酒新生会 家族会 

  ⑤ ＤＶと基本法   女性と子どものヘルプライン・ＭＩＥ 

  ⑥ 連携活動の四日市モデルを三重県へ   

       四日市アルコールと健康を考えるネットワーク 

 

   アルコール問題と関係が深いそれぞれの機関から、取り組みの現状報告や今後に向けての 

  メッセージなどをいただきました。 

 

～まとめ～ 

   今回の「集い」は、アルコール関連問題に携わる多くの関係機関の皆さまにご協力いただき、 

  開催することができました。当日は 343名もの参加があり、会場は熱気に包まれていました。 

  

   こころの健康センターでは、今後も一人でも多くの方々に基本 

  法を知っていただき、アルコールについての正しい知識と依存症 

  への理解が深められるよう、取り組んでいきたいと思います。 

   アルコール問題への取り組みは、今後ますます重要になって 

  くると思われます。みなさまのご協力をよろしくお願いします。 

 

 ※ 11/10～16の「アルコール関連問題啓発週間」で、さまざまな 

   活動・取組をしていただいた皆さま、ありがとうございました。 





Ｐ＋３ＬがＰＦＡの活動を行うときに大切です。 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  被災時等の緊急時には情報が混乱しがちです。支援者は、被災者から情報提供を求められた

時、不確実な情報は伝えず、知っていることのみを伝えることが大切です。そのことが混乱を避け

ることにもつながります。 

 

 

 

  被災者支援は、「支援者自身のケアで始まり、支援者自身のケアで終わる」と言われるほどセ

ルフケアは大切です。以下のことを平常時から考え、頭に入れておくことが必要となります。 

★ 支援活動の前 

    ・支援する準備をしておく 

★ 支援活動中 

    ・身体的、精神的な健康を保つための方法を考えておく 

    ・支援者自身や同僚に対するサポート体制を考えておく 

★ 支援活動後 

 ・支援活動により、支援者がこころに傷を受けることがある、と知っておく

② ＰＦＡの活動の原則（支援者として必要なこと・気をつけること） 

 【準備（Prepare）】 

安全で効果的な支援ができるよう、可能な 

限りの状況を組織として正確に集めるな

ど、支援に行く前に準備を整える。 

  

  

【見る（Look）】 

 支援を開始する前に状況を把握す 

ることが大切 

【聞く（Listen）】 

 「聴く」こと。思いやりを持って、相手

の話に集中する。「一番心配なこと

は何か？」をたずねる等、被災者

の気持ちを整理することも大切。 

【つなぐ（Linｋ）】 

 支援者が帰った後も続けていけるよ

う、意識して関わる 

Ｐ 

３ Ｌ 

③ 支援者のセルフケアと同僚のケア 



 

 

 

今年度の研修会は、幅広い分野の支援機関から

多くの方にご参加いただきました。熱心に講義に耳

を傾け、ロールプレイやグループワーク等にも積極

的に参加していただきました。ありがとうございまし

た。 

 

災害時の「こころのケア」は特別なことではなく、

保健活動の中に存在します。災害発生直後は救急

救命等の医療活動が優先されますが、同時に被災や避難所生活に伴うストレスについて、対

策を講じる必要があります。「こころのケア」という視点で初期対応・支援を行うことで、その後の

被災者の立ち直りを促進すると言われています。 

 

今回取り上げたＷＨＯ（世界保健機関）版のＰＦＡは、幅広い職種

の支援者に普及しやすいという特徴があります。こころのケガの回復

を助けるための基本的な方法として、精神保健福祉の専門家はもち

ろん、災害や事故の現場で働く可能性のある一般の方々にもぜひ知

っていただきたいと思います。今回の研修会が、災害時のこころのケ

アに対する理解を深めたり、各支援機関で取り組めることを考えてい

ただく機会としていただければ幸いです。 

 

 

 

 

講師の大沼先生から、所属先の国立精神・神経医療研究センター 災害時こころの情報支

援センターのホームページを紹介していだだきました。 

 （http://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/index.html） 

※災害時のこころのケアに関する最新の情報や、「ＷＨＯ版ＰＦＡ」のダウンロードもできま

す。 

 

合わせて、三重県こころの健康センターホームページ（災害時のこころのケアに関するページ） 

  （http://ss100051/KOKOROC/HP/kokoro_care/kokorocare.htm） も 

ぜひご活用ください。 

  

まとめ 

ＷＨＯ（世界保健機関）版のＰＦＡガイド 



 

 

 

 

 

こころの健康センター（ひきこもり地域支援センター）では、ひきこもり等でお悩みのご家族を対

象に 「ひきこもり家族教室」 を開催しています。 

今年度は全４回シリーズで開催しており、１１月１３日の第３回では 「ひきこもり体験談」 という

テーマで、ひきこもり経験をお持ちの当事者にお話をしていただきました。 

今回は、その教室の様子と、当事者の日中活動の場所として運営されている「いーばしょ」につ

いてご紹介します。 

 

 

 

こころの健康センター（ひきこもり地域支援センター）の家族教室では、ご家族へひきこもりにつ

いて正しい知識や情報、対応方法、社会資源について学ぶ機会を提供しています。参加者数は

プログラム内容によっても違いますが、５人から１０人くらいです。 

修了者にはステップアップとして、話し合いを目的とした「家族のつどい」（２回シリーズ）への参

加を勧めており、その後、自主的なつどい「虹の会」で活動される方も増えてきています。 

 

 

 

 

桑名市にある障がい福祉サービス事業所「いーばしょ」

の方にひきこもりの体験談を発表していただきました 

当日の参加者はご家族のほか、支援機関の参加もあっ

て１４名と、今年度の教室では最も多くの方に参加していた

だきました。 

 

「いーばしょ」職員さんの司会・進行のもと、お二人の当

事者から「ひきこもり状態から抜け出たきっかけ」、「家族に

対しての思い」などをお話いただき、また参加者からの質問

にもお答えいただきました。 

 

ひきこもり状態にある時は、家族に「後ろめたさ」を感じていた一方、「家族から心配されている、

気にされている」とも感じていたそうです。また、「親の存在を大切に思っている」、「親の支えをあ

ひきこもり地域支援センター 

 ひきこもり家族教室（当事者体験談）報告と 当事者の居場所紹介 

 

２ 家族教室「ひきこもり体験談」の様子 

 

１ 家族教室とは 

 



りがたいと思っている」とのことでした。 

 

印象的だったのは、ひきこもり状態から変化を起こすには、親（家族）の協力は必要だが、「立ち

直ったのは自分の力」であり、「（家族には）立ち直る過程を適度に距離を置いて見守っていてくれ

たことがありがたかった」、と話されていたことです。 

 

ひきこもっている方を一番近くで支えているご家族は、焦りや不安を感じることが多々あると思

います。また、支援に携わるわたしたちも、性急な変化を求めてしまうところがないとは言えません。

しかし、大切なのは「ひきこもっている本人の気持ち」であることを忘れてはいけないと改めて感じ

ました。 

 

 

 

 

今回、発表していただいた「いーばしょ」は、

「特定非営利活動法人よすが」が運営する、障が

い福祉サービス事業所です。 

「就労継続支援 B 型」 と 「日中一時支援」 

があり、開所日は火曜日から土曜日までとなって

います。 

 

就労継続支援B型は、午前中は作業中心です  

が、午後は人とのかかわりや社会で生きる力を 

国道１号線沿いにあります        学び合う場として、SST、スポーツ、文化、芸術な 

どの活動を行っています。 

日中一時支援は、社会参加の最初の一歩として、休憩室でお話をしたりのんびりしたり、無理

せず少しずつ参加することができます。月に数日や数時間の参加でも大丈夫ですので、ひきこも

り状態にある方も、体調に合わせて各自のペースで利用できます。 

 

「いーばしょ」では当事者の生の声を聴いていただく出前講座として、体験発表やざっくばらんな

意見交換、ミニレクチャーなどの活動をしています。これまでに、地域や大学などで体験発表をさ

れているとのことです。みなさまも興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。 

（お問い合わせ先） NPO法人 よすが ０５９４－２５－０２３２ 

 

 

３ 「いーばしょ」について 




